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第４章　介護サービス基盤の整備等

この章の見込みは、市町村介護保険事業計画の推計値を集計したものです。市町村の推

計値は、これまでの給付実績等をもとに75歳以上の後期高齢者数や要支援・要介護認定者

数の伸び等を勘案して算出されています。推計は、計画期間の 3年間に加え、令和 7（2025）

年度及び令和22（2040）年度についても行い、中長期的な見通しを立てています。

県では、市町村と連携し、サービスの質の向上を図るとともに、必要なサービス量の充

足に向け、事業者に参入を働きかけるなどの取組を行います。

Ⅰ　各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み等

予防給付と介護給付の対象となるサービスについて、これまでの利用実績や要介護者

等の増加を勘案して、サービスの種類ごとにどのくらいのサービス量が必要となるかを

年度ごとに推計したものです。

1　予防給付・介護給付別のサービス利用見込み

⑴　予防給付

【予防給付におけるサービスの利用見込み】
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⑵　介護給付

【介護給付におけるサービスの利用見込み】
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2　給付費見込み額

計画期間中の給付費のうち、在宅系サービス（訪問介護、通所介護等）が最も多く、

令和 5（2023）年度には934億円になると見込まれます。また、施設系サービス（介護

老人福祉施設、介護老人保健施設等）は658億円、居住系サービス（特定施設入居者

生活介護、認知症対応型共同生活介護等）は283億円になると見込まれます。

資料：市町村介護保険事業計画における給付費（見込み）を集計したもの

※施設系サービス：介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※居住系サービス： 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、

認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

及び地域密着型特定施設入居者生活介護
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3　圏域ごと・サービスの種類ごとの量の見込み

⑴　予防給付

①　介護予防サービス（福祉用具関係を除く。）

介護予防訪問入浴介護（単位：回／月）

介護予防訪問看護（単位：回／月）

介護予防訪問リハビリテーション（単位：回／月）
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介護予防居宅療養管理指導（単位：人／月）

介護予防通所リハビリテーション（単位：人／月）

介護予防短期入所生活介護（単位：日／月）
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介護予防短期入所療養介護（単位：日／月）

介護予防特定施設入居者生活介護（単位：人／月）

②　地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護（単位：回／月）
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介護予防小規模多機能型居宅介護（単位：人／月）

介護予防認知症対応型共同生活介護（単位：人／月）

③　福祉用具・住宅改修

介護予防福祉用具貸与（単位：千円／年）
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特定介護予防福祉用具販売（単位：千円／年）

介護予防住宅改修（単位：千円／年）

④　介護予防支援

介護予防支援（単位：人／月）

注：端数処理のため、圏域の合計と県合計欄の数値が一致しない場合がある。
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⑵　介護給付

①　居宅サービス（福祉用具関係を除く。）

訪問介護（単位：回／月）

訪問入浴介護（単位：回／月）

訪問看護（単位：回／月）
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訪問リハビリテーション（単位：回／月）

居宅療養管理指導（単位：人／月）

通所介護（単位：回／月）
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通所リハビリテーション（単位：回／月）

短期入所生活介護（単位：日／月）

短期入所療養介護（単位：日／月）
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特定施設入居者生活介護（単位：人／月）

②　地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（単位：人／月）

夜間対応型訪問介護（単位：人／月）
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地域密着型通所介護（単位：回／月）

認知症対応型通所介護（単位：回／月）

小規模多機能型居宅介護（単位：人／月）
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看護小規模多機能型居宅介護（単位：人／月）

認知症対応型共同生活介護（単位：人／月）

地域密着型特定施設入居者生活介護（単位：人／月）
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（単位：人／月）

③　福祉用具・住宅改修

福祉用具貸与（単位：千円／年）

特定福祉用具販売（単位：千円／年）
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住宅改修（単位：千円／年）

④　施設サービス

介護老人福祉施設（単位：人／月）

介護老人保健施設（単位：人／月）
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介護医療院（単位：人／月）

介護療養型医療施設（単位：人／月）

⑤　居宅介護支援

居宅介護支援（単位：人／月）

注：端数処理のため、圏域の合計と県合計欄の数値が一致しない場合がある。
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Ⅱ　介護保険施設等の必要入所（利用）定員総数等

施設系のサービスには、広域型（施設サービス）の介護保険施設（介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設）と、地域密着型サービスの地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護があります。

居住系のサービスには、広域型（居宅サービス）の特定施設入居者生活介護と、地域

密着型サービスの認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護があ

ります。

広域型の介護保険施設等は県が、地域密着型の地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護等は市町村が、それぞれ定める必要入所（利用）定員総数の範囲内で計画的に整

備を進めています。

また、介護保険施設と地域密着型介護老人福祉施設については、生活環境をよりよい

ものとするため、ユニット型施設の整備を進めています。

1　介護保険施設及び特定施設入居者生活介護の必要入所（利用）定員総数

地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、市町村介護保険事業計画を基に、

県内の 5つの圏域ごとに介護保険施設の必要入所定員総数と特定施設入居者生活介護

の必要利用定員総数を定めています。これを超える定員増については、施設等に係る

指定（許可、認可）をしないこととします。

なお、介護療養型医療施設（介護療養病床）及び医療療養病床が介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、介護医療院又は特定施設入居者生活介護に転換する場合における

当該転換に伴う定員の増加分は、必要入所（利用）定員総数に含めないこととします。

また、介護老人保健施設（平成18（2006）年 7月 1日から平成30（2018）年 3月31日

までに介護療養型医療施設及び医療療養病床から転換して介護保健施設サービスの事

業を行う施設として許可を受けたものに限る。以下この章において「介護療養型老人

保健施設」という。）が介護医療院に転換する場合における当該転換に伴う定員の増

加分は、必要入所定員総数に含めないこととします。

⑴　介護老人福祉施設

入所定員が30人以上の特別養護老人ホームで、要介護者のための生活施設です。

地域密着型介護老人福祉施設（入所定員が29人以下の特別養護老人ホーム）の充

実を基本とした上で、令和 7（2025）年及び令和22（2040）年を見据え、県全域の状

況を勘案して、必要入所定員総数を定めています。

⑵　介護老人保健施設

要介護者にリハビリテーション等を提供し、在宅復帰を目指し在宅療養支援を行

う施設です。

令和 7（2025）年及び令和22（2040）年を見据え、県全域の状況を勘案して、必要
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入所定員総数を定めています。

⑶　介護医療院

医療の必要な要介護者の長期療養・生活施設であり、平成30（2018）年度に創設

されました。

必要入所定員総数に含めない介護療養型医療施設（介護療養病床）、医療療養病

床及び介護療養型老人保健施設からの転換を進めることとして、必要入所定員総数

を定めています。

⑷　介護療養型医療施設

令和 5（2023）年度末が廃止期限であることから、介護医療院や医療療養病床等

への転換の予定等を踏まえて必要入所定員総数を定め、転換を進めます。

⑸　介護専用型特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護の充実を基本とした上で、令和 7（2025）年

及び令和22（2040）年を見据え、県全域の状況を勘案して、必要利用定員総数を定

めています。

特定施設入居者生活介護とは、指定を受けた特定施設が、入居する要介護者等に

介護サービスを提供するものです。なお、指定を受けていない特定施設に入居する

要介護者等は、自宅に居住する要介護者等と同様に介護サービスを受けることがで

きます。

特定施設とは、有料老人ホーム（該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む。）、

軽費老人ホーム及び養護老人ホームです。

特定施設のうち、入居者が要介護者とその配偶者等に限られるものが介護専用型

特定施設で、それ以外が混合型特定施設です。介護専用型特定施設のうち、入居定

員が29人以下のものが地域密着型特定施設です。

⑹　混合型特定施設入居者生活介護

令和 7（2025）年及び令和22（2040）年を見据え、県全域の状況を勘案して、必要

利用定員総数を定めています。

推定利用定員（自立・要支援者の入居割合を考慮し、混合型特定施設入居者生活

介護の事業が行われる特定施設の入居定員に県が定める係数を乗じて算出した数）

の総数がこれを超える場合には、事業者の指定をしないこととします。

推定利用定員の算出に用いる係数は、本県では、厚生労働省令で定められた上限

である70％とします。

なお、養護老人ホームが特定施設入居者生活介護に係る指定を受ける場合は、本

計画の必要利用定員総数には含めないこととします。



− 70 −

【広域型施設・居住系サービスの年度別必要入所（利用）定員総数（圏域別）】

①　施設サービス 
（単位：人）

※「現在の入所定員総数」には、第 7期計画分として令和 2（2020）年度までに整備に着手し、令和 3（2021）
年度以降に指定する見込のものを含む。

※「必要入所定員総数」には、療養病床等からの転換に伴う入所定員の増加分を含まない。
・介護療養型医療施設及び医療療養病床が介護保険施設に転換する場合
・介護療養型老人保健施設が介護医療院に転換する場合

※「介護医療院」及び「計」の括弧内の数は、療養病床等からの転換に伴う入所定員の増加分を必要入所定
員総数に加えたものを参考として示したもの
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②　居住系サービス 
（単位：人）

※「混合型特定施設入居者生活介護」の括弧内の数は、混合型特定施設入居者生活介護の事業が行われる
特定施設の入居定員の総数を参考として示したものであり、必要利用定員総数を70％（推定利用定員の算
出係数：入居定員に対する要介護者の推定割合）で除して得られる数

※「現在の利用定員総数」には、第 7期計画分として令和 2（2020）年度までに整備に着手し、令和 3（2021）
年度以降に指定する見込のものを含む。

※「必要利用定員総数」には、介護療養型医療施設及び医療療養病床からの転換に伴う利用定員の増加分を
含まない。

また、養護老人ホームが特定施設入居者生活介護を行う場合の利用定員（令和 2（2020）年度現在792

床指定）は含まない。
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【広域型施設・居住系サービスの年度別整備目標数（圏域別）】

○「必要入所（利用）定員総数」に含むもの

※これを超える定員増については、指定等をしない。（いわゆる「総量規制」）
 

（単位：人）

※混合型特定施設入居者生活介護については、指定を受ける特定施設全体の入居定員である。必要利用定
員総数に含まれるのは、入居定員に70％を乗じて得た数
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〈参考〉「必要入所（利用）定員総数」に含まないものの整備見込（外数）

※介護療養型医療施設及び医療療養病床が介護保険施設等に転換する場合

※介護療養型老人保健施設が介護医療院に転換する場合

※養護老人ホームが特定施設入居者生活介護に係る指定を受ける場合 
（単位：人）

※混合型特定施設入居者生活介護については、指定を受ける特定施設全体の入居定員
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2　地域密着型の施設及び居住系サービスの必要利用定員総数

市町村は、市町村介護保険事業計画において、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護それぞ

れの必要利用定員総数を定めています。これを超える定員増については、市町村は、

指定をしないことができます。

【年度別必要利用定員総数（市町村別）】‥
（単位：人）

※現在の利用定員総数には、第 7期計画分として令和 2（2020）年度までに整備に着手し、令和 3（2021）

年度以降に指定する見込のものを含む。
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【年度別整備目標数（市町村別）】‥
（単位：人）
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3　個室・ユニット型施設の整備

入所者一人ひとりの意思や人格を尊重し、生活が連続したものとなるよう配慮しな

がら、個性や生活のリズムに沿い、他人との人間関係を築き日常生活を営める環境の

整備を促進するため、市町村と連携して、介護老人福祉施設等の新設や大規模改修、

改築等において、従来型施設に対するニーズ等にも配慮しつつ、個室やユニット型施

設（個室）の整備を進めます。

入所者の生活を中心においたユニットケアの推進のためには、適切な建物（ハード）

の整備に加え、施設に従事する職員の資質向上が必要不可欠であり、今後の社会の変

化や、更なる高齢社会の進展、ユニットケアを提供する施設を取り巻く環境の変化等

も視野に入れた、望まれる人材の育成を進めます。

【「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する基本方針（令和2年厚生労働省

告示第29号）」において示されたユニット型施設の入所定員の割合の目標】

施 設 の 区 分
令和 7（2025）年度
までの達成目標

介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設 50％

うち介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設 70％

【ユニット型施設（個室又は個室的多床室）の入所定員の推移】‥
（単位：人）

H17年
（2005）

H20年
（2008）

H23年
（2011）

H26年
（2014）

H29年
（2017）

R 2 年
（2020）

介護老人福祉施設
入所定員計 7,454 8,142 8,411 8,908 9,673 9,818

ユニット型 496 1,644 2,098 2,605 3,470 3,630

介護老人保健施設
入所定員計 5,691 5,828 6,131 6,324 6,595 6,612

ユニット型 0 170 253 293 373 570

介護医療院
入所定員計 － － － － － 496

ユニット型 － － － － － 63

介護療養型医療施設
入所定員計 2,068 1,322 1,046 814 612 402

ユニット型 0 0 0 0 0 0

地域密着型
介護老人福祉施設

入所定員計 － 230 627 1,368 1,724 2,114

ユニット型 － 145 517 1,248 1,602 1,963

合 計
入所定員計 ① 15,213 15,522 16,215 17,414 18,604 19,442

ユニット型 　② 496 1,959 2,868 4,146 5,445 6,226

ユニット型の入所定員の割合 (②/①) 3.3% 12.6% 17.7% 23.8% 29.3% 32.0%

再
掲

介護老人福祉施設
・地域密着型介護
老人福祉施設

入所定員計 ③ 7,454 8,372 9,038 10,276 11,397 11,932

ユニット型 ④ 496 1,789 2,615 3,853 5,072 5,593

ユニット型の入所定員の割合 (④/③) 6.7% 21.4% 28.9% 37.5% 44.5% 46.9%

※各年 4月 1日現在
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4　必要性の高い者の優先的な入所の確保

平成27（2015）年 4 月以降、介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設への

入所が原則要介護 3以上の者に限定されるとともに、やむを得ない事情により居宅で

日常生活を営むことが困難な要介護 1又は 2の者に、市町村の適切な関与の下、特例

的な入所が認められたことから、平成27（2015）年 2 月に「岡山県指定介護老人福祉

施設等入所指針」の一部を改正し、適正な運用を進めています。


